




◆季刊誌本文で解説していない土壌汚染対策法改正項目（第２～4項）の概要説明 

～ 環境省主催：Ｈ29年度 土壌汚染対策技術セミナー資料より引用 ～ 

本季刊誌（No.120）のとおり、2017年5月19日に公布されている『土壌汚染対策法の一部を改正する法律』の各

項は、以下の通りです。 

(ねらい）汚染の除去等の措置に係るリスク管理向上 

(背 景）改正前の法のもと汚染の除去等の措置が必要な区域（＝要措置区域）において、適切な措置が

計画・実施されていなくても、是正の機会がなく、土壌汚染拡散のリスク管理が不十分。

 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、措置が技術的基準に適合

しない場合の変更命令等を行うこととする。 

２．汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等 ＜規制強化＞
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１．土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大 

２．汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等    

３．リスクに応じた規制の合理化 

４．その他（土地の形質変更の届出・調査手続きの簡素化他）・・・・・2018年4月1日施行済み 

法律の概要 

2019年4月1日施行 

(ねらい）土壌汚染拡散のリスクが低い場合の規制合理化 

(背 景）

①臨海部の専ら埋立材等に由来する汚染のある工業専用地域は、健康被害のおそれが低いが、大規模な

土地の形質変更を行う場合は、その都度、届出・調査が必要であった。 

②基準不適合が自然由来等による土壌であっても、区域外に搬出される場合には、汚染土壌処理施設で

の処理が義務付けられており、工事に支障があった。 

①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を

受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。 

②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等

による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。 

３．リスクに応じた規制の合理化 ＜規制緩和＞

 土地の形質変更の届出・調査手続きの迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定

の整備を行う。 

４．その他（土地の形質変更の届出・調査手続きの簡素化他）＜規制緩和＞



◆有害物質使用特定施設廃止における調査義務の一次的免除（調査の猶予）の“一定の要件”について 

  （本内容は、2017年5月19日公布以前より施行されております。） 

～ 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第２版」       

（環境省 2012年8月発行） より引用 ～ 

１．調査猶予の趣旨 

有害物質使用特定施設の使用が廃止される場合であっても、法第3条第1項に基づく調査義務の対象

となる土地が引き続き工場・事業場の用途に供される場合等、予定されている土地の利用方法からみて、土壌

汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除することと

している。（※１）法第３条第1項ただし書、第４項及び第５項並びに※２）通知の記の第３の１（4）①）

この場合、人の健康被害が生ずるおそれがないことについて、都道府県知事の確認を要することとしている。 

（※１）法第３条第１項ただし書及び※２）通知の記の第３の１（4）①） 

２．猶予の要件 

都道府県知事は、申請に係る土地が、以下の①～③のいずれかに該当することが確実であると認められる

場合に、人の健康被害のおそれがないことについて、確認をする。 

（※３）規則第16条第２項及び※２）通知の記の第３の1（4）②イ） 

以   上   

①引き続き工場又は事業場の敷地として利用されること 

②小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一

か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合

③操業中の鉱山及びその付属施設の敷地又は鉱業権の消滅後５年以内の鉱山等の敷地であった土地 
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※1：土壌汚染対策法（現行）  

※2：環境省施行通知 

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」（2010年3月5日付け） 

※3：環境省令 

「土壌汚染対策法施行規則」（2002年 環境省令第29号） 


